
Hyogo Prefecture

「ひょうご⼦ども・⼦育て未来プラン」の概要

１

基本理念
〔重点テーマ〕

⽬ 標

誰もが安⼼して⼦育てでき、
全ての⼦どもが健やかに育つ兵庫の実現

〔〜次代を担う若者の結婚・妊娠・出産・⼦育てへの希望が叶う兵庫〜〕

①⼦ども･若者の多様な⼈格や個性、⼈権を尊重するとともに、その最善の利益を図る

②若者の⽣活基盤の安定と仕事と⽣活の調和を図り、結婚・⼦育ての希望を実現する

③⼦どもや若者、⼦育て当事者へのライフステージに応じた切れ⽬ない⽀援とともに、複
合的な課題を同時に抱える⽅への多⾯的な⽀援を実施する

④児童虐待の予防・防⽌とともに、貧困と格差の解消を図り、全ての⼦ども・若者が健や
かに成⻑できる良好な成育環境をつくる

⑤⼦どもや若者、⼦育て当事者の声を聴き、尊重しながら進める

プランの基本理念・⽬標・推進⽅策

策定の趣旨

県の少⼦対策・⼦育て⽀援等に関する取組を総合的かつ
体系的に定めた現計画について、こども基本法(R5.4)や、
こども⼤綱(R5.12)を勘案するとともに、県⼦ども・⼦育
て会議での意⾒等を踏まえて改定する

●次世代育成⽀援対策推進法（H27）
⼦育て⽀援、⺟⼦保健、教育環境、居住環境、ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗ
ﾝｽの推進等の実施に関する総合計画

●⼦ども・⼦育て⽀援法（H27）
教育・保育、⼦育て⽀援の提供と実施に関する計画
●こども基本法（R5）
こども施策全般に関する計画
（こども⼤綱を勘案）2025(令和7)〜2029(令和11)年度

計画期間

主な法的根拠等



Hyogo Prefecture

推進⽅策

Ⅰ
若者の経済的基盤の安
定とライフデザイン構築

取組の柱 主な取組

Ⅱ
結婚・妊娠・出産の希望
が実現できる切れ目の
ない支援

1出会い・結婚⽀援 出会いの機会の創出、新婚世帯等への経済的⽀援 等

2不妊に悩む⽅への⽀援 不妊治療等への⽀援、不妊治療と仕事の両⽴⽀援、相談機能
の強化 等

3安⼼して妊娠・出産できる環境づくり 周産期医療体制の整備、⼩児医療の確保・充実、課題を抱え
る妊産婦への⽀援 等

4産前・産後における切れ⽬のない⽀援 妊娠･出産期における相談や⽀援の充実、妊娠・出産等に関す
るハラスメントの防⽌、健康な体づくり 等

1若者の経済的基盤の安定に向けた⽀援 多様な就業選択肢の確保、雇⽤の安定と定着、労働環境の改
善、若者の経済的負担の軽減（奨学⾦返済への⽀援） 等

2ライフデザイン構築への⽀援 ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝを考慮したｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ教育、妊娠・出産を含む健康
づくりに関する知識(ﾌﾟﾚｺﾝｾﾌﾟｼｮﾝｹｱ)の普及・啓発 等

3⼦どもの学びを⽀える環境の充実 地域・家庭・関係機関と連携したいじめ等問題⾏動や不登校、
⼦ども・若者の⾃殺等への対応、学びやすい教育環境の整備、
地域と連携した学習環境づくり、海外留学のサポート 等

２

安⼼して楽しく⼦育て
できると思う⼈の割合 待機児童数 合計特殊出⽣率 出⽣数

⽬標 60.0％以上（2029年） 期間中、早期に0を達成 2024年⾒込みの1.27を維持 15万⼈（期間中合計）

現状
・
趨勢
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Ⅲ
乳幼児教育・保育と子育
て支援の充実

取組の柱 主な取組

Ⅳ
子どもと子育てに
温かい地域社会づくり

Ⅴ
子育てと仕事の両立支援

Ⅵ
特別な支援が必要な
子どもや家庭への支援

1保育の受け⽫の充実 保育所・認定⼦ども園の整備、多様な受け⽫の確保 等

2 乳幼児教育・保育の質の向上 保育⼠・幼稚園教諭等の資質・専⾨性の向上、安全安⼼な教育・保育環境
の確保 等

3持続可能な教育・保育体制の確保 保育⼠・幼稚園教諭の処遇改善、資格取得等への⽀援、潜在保育⼠・幼稚
園教諭等の復職⽀援、保育所等の多機能化への⽀援、⾼校⽣向けの保育の
情報発信 等

4 多様なニーズに応じた⼦育て⽀援 地域における⼦育て⽀援、家庭の事情に応じた柔軟な⽀援、こども誰でも
通園制度の推進 等

5⼦育てや教育に係る経済的負担の軽減 幼児教育・保育の無償化、⼦育てにかかる経済的負担の緩和、⾼校・⾼等
教育等における教育費の負担軽減、⼦育て世帯の住宅費の負担軽減 等

1⼦どもが安⼼して過ごせる
居場所づくり

放課後児童クラブの拡充、放課後児童クラブと放課後⼦ども教室の連携促
進、地域等と協働した⼦どもの居場所づくり 等

2⼦ども・若者・⼦育て当事者の意⾒を
尊重する社会づくり

⼦ども・若者・⼦育て当事者の意⾒表明機会の創出、⼦ども・若者の社会
参画の⽀援 等

3⼦どもや⼦育てに寛容な社会づくりへの
気運醸成

結婚、妊娠、⼦ども・⼦育てに寛容な社会⾵⼟の醸成、⼦育て世帯へ配慮
した取り組みを実施する地域・企業・団体への⽀援 等

4安全・安⼼な⼦育て環境づくり 地域における⾒守り活動の推進、安⼼して外出できる環境づくり、安全な
インターネットの利⽤環境づくり、⼦どもを犯罪から守る環境づくり 等

1ワーク・ライフ・バランスの推進 多様な働き⽅の推進、働きやすい環境整備 等

2⼥性の能⼒発揮と就業機会拡⼤ ⼥性の採⽤や職域の拡⼤(ﾐﾓｻﾞ企業の普及推進)、⼥性のｷｬﾘｱ形成・就業継
続⽀援 等

3男性の家事・育児参画の促進 男性の育休取得の促進、男性の家事・育児参画⽀援 等

1児童虐待の予防・防⽌対策の充実 こども家庭センター（児童相談所）機能の機動⼒・専⾨⼒の充実強化、市
町や県警、関係機関等との役割分担及び連携の推進 等

2社会的養育体制の充実 ⾥親委託等の推進、社会的養護⾃⽴⽀援の推進(ケアリーバー⽀援等) 等
3配偶者等からの暴⼒（ＤＶ）防⽌対策 DV防⽌に向けた啓発・教育の推進、相談体制の充実、緊急時の安全確保 等
4ひとり親家庭等の⾃⽴⽀援 ⼦育て･就業･⽣活⾃⽴等への⽀援、養育費確保への相談⽀援 等
5⼦どもの貧困対策 ⽣活の安定に向けた⽀援、教育費負担軽減への⽀援 等
6ヤングケアラー⽀援 早期発⾒・把握、相談⽀援・福祉サービスへのつなぎ、⼈材育成・普及啓発. 等
7ひきこもり対策 相談⽀援体制の充実、ネットワークを通じた⽀援 等
8障害児等施策の充実 特別⽀援教育の推進、発達障害児⽀援体制の整備、医療的ｹｱ児への⽀援等
9外国にルーツをもつ⼦どもたちとその
家庭への⽀援

外国⼈児童⽣徒等の居場所づくり、外国⼈児童⽣徒等の⽀援、定住外国⼈
家庭への⽀援 等 ３



Hyogo Prefecture就学前の教育・保育と放課後児童健全育成事業の量の⾒込みと提供体制の確保次期

（単位:人）

小学1～3年生 51,396 51,751 51,758 52,078 51,744

小学4～6年生 13,883 14,802 15,521 16,192 16,935

計　① 65,279 66,553 67,279 68,270 68,679

67,236 69,228 70,506 71,939 72,831

1,957 2,675 3,227 3,669 4,152

2026 2027 2028 2029

量の見込

確保方策　②

差引　(②ー①)

区分 2025

120,649 118,953 117,807 116,223 115,693

特定教育・保育施設 114,321 114,268 114,287 114,198 114,473

特定地域型保育事業 6,001 6,190 6,378 6,514 6,657

その他 4,465 4,473 4,522 4,369 4,435

計　② 124,787 124,931 125,187 125,081 125,565

4,138 5,978 7,380 8,858 9,872

（単位:人）

区分 2025 2026 2027 2028 2029

量の見込み　①

確保
方策

差引　(②－①)

34,493 31,951 29,634 27,403 25,833

特定教育・保育施設 42,124 42,876 41,449 41,059 40,831

特定地域型保育事業 0 0 0 0 0

その他 13,223 11,275 10,909 10,212 9,930

計　② 55,347 54,151 52,358 51,271 50,761

20,854 22,200 22,724 23,868 24,928

（単位:人）

2025 2026 2027 2028 2029

量の見込み　①

確保
方策

差引　(②－①)

区分

４

満３歳以上の⼩学校就学前の⼦
どもで、幼稚園や認定こども園に
おいて就学前の教育を希望するも
の）

保育所や認定こども園等におい
て保育を希望するもの（家庭にお
いて必要な保育を受けることが困
難であるもの）

１ 就学前の教育・保育

全市町で2029(令和11)年度末までの待機児童解消を⽬指す。

２ 放課後児童健全育成事業

全市町で2029(令和11)年度末までの待機児童解消を⽬指す。

① 教育認定（１号）

② 保育認定（２，３号）
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